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納税者本人、同一生計配偶者（※１）または扶養親

族（※2）が所得税法上の障害者に該当する場合、

一定の金額の所得控除を受けることができます。

また、障害者本人の前年の合計所得金額が135

万円以下の場合、住民税が非課税となります。 

※１ 同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税

者と生計を一にするもの（青色事業専従者等を除

く。）のうち、合計所得金額が48万円以下である者

のことをいいます。 

※2 扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有

する場合においても、障害者控除が適用されます。 

■対 象 

① 精神上の障がいにより事理を弁識する能力

を欠く常況にある方 （特別障害者） 

② 愛の手帳をお持ちの方 

（うち、1・2度は特別障害者） 

③ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

（うち、1級は特別障害者） 

④ 身体障害者手帳に身体障害者として記載さ

れている方 （うち、1・2級は特別障害者） 

⑤ 65歳以上で、精神または身体の障がいの程

度が①、②または④に準ずるものとして、市

町村長等や福祉事務所長の認定を受けてい

る方（うち、特別障害者に準ずるものとして

認定を受けている方は特別障害者） 

⑥ 戦傷病者手帳をお持ちの方 

（うち、特別項症～第3項症は特別障害者） 

⑦ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

の規定により厚生労働大臣の認定を受けて

いる方 （特別障害者） 

⑧ 常に就床を要し複雑な介護を要する方(※3)

（特別障害者） 

※3 その年の12月31日の現況で、引き続き6か月以上

にわたって身体の障がいにより寝たきりの状態で、

介護を受けなければ自ら排便等をすることができ

ない程度の状態にあると認められる方 

■障害者控除の金額 

区 分 対 象 住民税 所得税 

障 害 者 

身体障害者手帳3級～6級の方、愛の手帳3度・4度の方、 

精神障害者保健福祉手帳2級・3級の方、 

戦傷病者手帳第4項症～第6項症および第1款症～第5款症の方など 

２６万円 ２７万円 

特別障害者 

身体障害者手帳1級・2級の方、愛の手帳1度・2度の方、 

精神障害者保健福祉手帳1級の方、 

戦傷病者手帳特別項症～第3項症の方など 

３０万円 ４０万円 

同居特別障害者 
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、本人、配偶

者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方 
５３万円 ７５万円 

■問い合わせ先 

（住民税） 区役所税務課 〒１５０-８０１０ 宇田川町1-1 （区役所本庁舎6階） 

  電話 ３４６３-１７１９、３４6３-１７２６ FAX 5458-4913 

（所得税） 渋谷税務署 〒１５０-８３３３ 宇田川町1-10 電話 ３４６３-９１８１ 

税の軽減 

所得税・住民税の障害者控除等 
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人工肛門または尿路変向（更）をした方が使用す

るストマ用装具について、医師が「ストマ用装具

使用証明書」を発行した場合には、医療費控除

の対象となります。 

■問い合わせ先 

渋谷税務署 

〒150-8333 宇田川町1-10 

電話 3463-9181 

 

 

 

おむつ代にかかる費用について、医療費控除の

対象となる場合があります。 

■対 象  次のすべてに該当する方 

① 傷病により、おおむね6か月以上にわたり、

寝たきり状態にあると認められる方 

② 当該傷病について、医師による治療を継続

して行う必要があり、おむつの使用が必要と

認められる方 

 

■手 続 き 

医師が発行したおむつ使用証明書（おむつ代に

ついて医療費控除を受けるのが2年目以降の場

合、区市町村が主治医意見書の内容を確認した

書類または主治医意見書の写し）が必要です。 

■問い合わせ先 

渋谷税務署 

〒150-8333 宇田川町1-10 

電話 3463-9181 

 

 

 

特定障害者の方の生活費などにあてるために、

「特定障害者扶養信託契約」に基づいて特定障

害者の方を受益者とする財産の信託があったと

きは、その信託受益権の価額のうち、6,000万

円（特別障害者以外は3,000万円）までは、贈

与税がかかりません。 

 

 

 

 

■手 続 き 

この非課税の適用を受けるためには、財産を信

託するときに「障害者非課税信託申告書」を、信

託会社を通じて特定障害者の納税地の所轄税

務署長に提出する必要があります。 

■問い合わせ先 

渋谷税務署 

〒150-8333 宇田川町1-10 

電話 3463-9181 

 

 

身体障がい者用に特に製作された器具・物品お

よび社会福祉施設に寄贈された物品の中には、

輸入関税が免除されるものがあります。 

 

■問い合わせ先 

東京税関 業務部 税関相談官室 

〒135-8615 江東区青海2-7-11 

東京港湾合同庁舎  電話 3529-0700 

ストマ用装具の医療費控除 

おむつ代にかかる費用の医療費控除 

贈与税の非課税 

関税の免除 
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相続人が所得税法上の障害者であるとき、

相続税が減額されます。 

■対 象 

所得税法上の障害者（９４ページ参照） 

 

 

 

 

 

■控 除 額  次の額が相続税額から控除されます。 

特別障害者 20万円×(85歳－相続開始時の年齢) 

障 害 者 10万円×(85歳－相続開始時の年齢) 

■問い合わせ先 

渋谷税務署 

〒150-8333 宇田川町1-10 

電話 3463-9181 

対 象 減 免 額 

納税者本人または扶養親族等が所

得税法上の障害者に該当する方

で、合計所得金額（※）が370万円

以下の方。なお、納期限までに申請

された方に限ります。 

※ 合計所得=事業・不動産所得

（青色申告特別控除前）＋その

他の各種所得 

次の額が税額から減免さ

れます。 

特別障害者の場合 

１人につき10,000円 

障害者の場合 

１人につき5,000円 

両眼の視力が0.06以下の視力障

害者で、あん摩、マッサージまたは

指圧等の事業を営む方 

課税対象とはなりませ

ん。 

 

■問い合わせ先 

渋谷都税事務所 

・ 仮庁舎(２０２２年４月２８日まで) 

〒150-6007 恵比寿4-20-3 

恵比寿ガーデンプレスタワー7階 

電話 5420-1621 

・ 新庁舎（20２２年５月２日以降） 

〒151-8546 千駄ヶ谷4-3-15 

東京都渋谷合同庁舎4～7階 

電話 5422-8780 

 

 

少額貯蓄非課税制度により、預貯金等の利子等

が非課税となります。 

■対象となる利子等 

・ 少額預金（預貯金、合同運用信託、特定公募

公社債等運用投資信託および一定の有価証

券）の元本合計額350万円までの利子 

・ 少額公債（国債、地方債）の額面の合計額

350万円までの利子 

 

 

■対 象 者  次のいずれかに該当する方 

① 身体障害者手帳をお持ちの方 

② 愛の手帳をお持ちの方 

③ 戦傷病者手帳をお持ちの方 

④ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

⑤ 障害基礎年金を受給している方 

⑥ 児童扶養手当を受給している児童の母 

⑦ 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措

置の福祉手当を受給している方 

■問い合わせ先  最寄りの各金融機関 

マル優制度（少額貯蓄非課税制度） 

相続税の軽減 

個人事業税の軽減 
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■制度の内容 

① 障がいのある方のためにもっぱら使用する自動車に係る減免制度 

一定の要件を満たす場合、自動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税（環境性能割・種別割）の減

免を受けることができます。減免の対象となる自動車は、1人につき1台に限られます。 

[ 減免の対象となる自動車 ] 

納税義務者（車の所有者または取得者） 運 転 者 使 用 目 的 

障がいのある方 
障がいのある方 特に問いません 

それ以外 
もっぱら障がいのある方の通院、

通学等のために使用する 障がいのある方と生計を同じくする方 
障がいのある方 

それ以外 

[ 対象となる手帳および障がいの程度 ] 

身体障がい 

障がいの区分 身体障害者手帳 

視覚障がい 1級～3級・4級の1 

聴覚障がい 2級・3級 

平衡機能障がい 3級・5級 

音声機能または言語機能障がい 3級(こう頭が摘出された場合に限る。) 

上肢機能障がい 1級・2級 

下肢機能障がい 1級～6級 

体幹機能障がい 1級～3級・5級 

乳幼児期以前の非進行性の 

脳病変による運動機能障がい 

上肢機能障がい 1級・2級 

移動機能障がい 1級～6級 

心臓・じん臓または呼吸器機能障がい 1級・3級・4級 

ぼうこう、直腸または小腸機能障がい 1級・3級・4級 

肝臓機能障がい 1級～4級 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級～3級 

知的障がい 

愛の手帳 総合判定1度～3度 

精神障がい 

精神障害者保健福祉手帳1級 ※自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ちの方に限ります。 

※ 戦傷病者手帳または療育手帳をお持ちの方は、都税総合事務センターにお問い合わせください。 

※ 障がいの区分(障がい名)が複合している場合、障がいの区分ごとの等級により判断しますので、

区分ごとの障がい等級が不明な場合には、都税総合事務センターにお問い合わせください。

自動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税（環境性能割・種別割）の減免 
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② 構造上もっぱら障がいのある方の利用に供する自動車に係る減免制度 

障がいのある方がもっぱら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置または浴槽を取り付ける

などの特別仕様の自動車で、現に当該自動車の使用の目的のために供されているものについては、

申請により自動車税（環境性能割・種別割）の減免を受けることができます。 

[ 減免の対象となる自動車 ] 

自動車検査証（車検証）の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」または「入浴車」で

ある8ナンバーの特殊用途自動車 

■申請先等 

申請に必要な書類は、自動車の使用状況により異なる場合があります。 

必ず事前にお問い合わせください。 

税の種類 
自動車税（環境性能割・種別割）、 

軽自動車税(環境性能割) 
軽自動車税（種別割） 

申請期間 

① 新規登録、移転登録により取得した車 

登録(取得)の日から1か月以内 

② 以前から使用している自動車 

納期限(５月３１日)まで 

5月上旬から納期限(５月３１日)

まで（５月３１日が閉庁日の場合

は翌開庁日まで） 

申 請 先 

○ 都税総合事務センター 

〒176-8517 練馬区豊玉北6-13-10 

練馬都税事務所4階 

【自動車税コールセンター】 電話 3525-4066 

受付時間 月曜日～金曜日 9時～17時 

（祝日、年末年始を除く） 

○ 渋谷都税事務所 

・ 仮庁舎(２０２２年4月28日まで) 

〒150-6007 恵比寿4-20-3 

恵比寿ガーデンプレスタワー7階 

電話 5420-1621 

・ 新庁舎（2022年5月2日以降） 

〒151-8546 千駄ヶ谷4-3-15 

東京都渋谷合同庁舎4～7階 

電話 5422-8780 

受付時間 

月曜日～金曜日 8時30分～17時 

（祝日、年末年始を除く） 

渋谷区役所 税務課 税務管理係 

（区役所本庁舎6階） 

電話 3463-1704 

FAX 5458-4913 

受付時間 

月曜日～金曜日 

8時30分～17時 

（祝日、年末年始を除く） 

 


